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●議案第６２号 

 

愛荘町乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例の制定理由 

令和６年６月に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、保育所等を利用していない０歳６か月～３歳未満の

こどもが、保護者の就労状況にかかわらず、柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」が創設された。 

この制度は、児童福祉法上では「乳児等通園支援事業」とされ、事業を実施するためには、国が定める設備や運営に関する基準を踏まえ、

市町村が条例でその内容を定める必要があることから、愛荘町においては、この制度の導入にあたり、国の示す基準と同じ内容で条例を制定

することとする。 

 

愛荘町乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例の要旨 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 

第１節 通則（第５条―第19条） 

第２節 乳児等通園支援事業の区分（第20条） 

第３節 一般型乳児等通園支援事業（第21条―第24条） 

第４節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第25条・第26条） 

第３章 雑則（第27条） 

 

施行期日 

令和８年４月１日 
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●議案第６３号

愛荘町保育園条例の一部を改正する理由 

令和８年４月１日より全国で実施される乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、愛荘町では町立つくし保育園で実施を予定

しており、事業の利用料について条例に新たに明記するもの。 

愛荘町保育園条例の一部を改正する要旨 

令和８年４月１日より全国で実施される乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）にかかる利用料について、第６条の次に次の１条を

加えるもの。 

（乳児等通園支援事業利用料） 

第７条 法第３４条の１５第１項の規定による乳児等通園支援事業を利用する保護者は、町長が指定する期日までに利用料を納付しなければ

ならない。 

２ 前項の利用料の額は、１日５，０００円を限度とし規則で定める。 

上記の追加により、現行の第７条を第８条とし、第８条を第９条とする。 

施行期日 

令和８年４月１日 
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愛荘町保育園条例（平成１８年愛荘町条例第１０７号）新旧対照表 

愛荘町保育園条例（平成１８年愛荘町条例第１０７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

                  

                                

                                

    

                              

（乳児等通園支援事業利用料） 

第７条 法第３４条の１５第１項の規定による乳児等通園支援事業を利

用する保護者は、町長が指定する期日までに利用料を納付しなければ

ならない。 

２ 前項の利用料の額は、１日５，０００円を限度とし規則で定める。 

（保育料および利用料の減免） （保育料および利用料の減免） 

第７条 （略） 第８条 （略） 

（委任） （委任） 

第８条 （略） 第９条 （略） 
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●議案第６４号●議案第６４号●議案第６４号●議案第６４号     愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する理由愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する理由愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する理由愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する理由    令和７年９月１０日公布の児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（令和７年内閣府令第８０号）および令和７年９月１６日公布の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第８２号）による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、同基準の規定を参酌して定めている「愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例」について、同基準と同様の改正を行う。   愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関す愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関す愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関す愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する要旨る基準を定める条例の一部を改正する要旨る基準を定める条例の一部を改正する要旨る基準を定める条例の一部を改正する要旨    （地域限定保育士の一般制度化に伴う改正）  地域限定保育士の一般制度化に伴い、地域限定保育士試験実施の認定を受けた地方公共団体（都道府県または指定都市）の区域内にある事業所については、職員配置基準に関し、当該区域に係る地域限定保育士を保育士と同等に扱うことを可能とする。 （児童福祉法第３３条の１０の引用改正） 虐待対応の強化に係る児童福祉法等の改正に伴い、被措置児童等虐待に当たる行為を定めている児童福祉法第３３条の１０に、第２項および第３項が新設されたため、同法第３３条の１０の引用を「第３３条の１０各号」から「第３３条の１０第１項各号」に改める。 （乳幼児健診による健康診断の代替を可とする改正）  母子健康法に基づく乳幼児の健康診査の内容が保育所等の健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部または一部を行わないことができることとする。この場合において、保育所等の長等は、その乳幼児の健康診査の結果を把握しなければならない。
 施行期日施行期日施行期日施行期日    公布の日 
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愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第22号)新旧対照表
 

愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例（平成２６年愛荘町条例第２２号）新旧対照表現行 改正後（案）（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０各号     に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 （利用乳幼児および職員の健康診断） （利用乳幼児および職員の健康診断） 第１６条 （略） 第１６条 （略） ２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児または幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診断                                                                                                   が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部または一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断または健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条または第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる  健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部または一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等            の結果を把握しなければならない。児童相談所等における乳児または幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診断 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断 
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愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第22号)新旧対照表 
 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断、定期の健康診断または臨時の健康診断 
 ３・４ （略） ３・４ （略） （職員） （職員） 第２２条 （略） 第２２条 （略） ２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士                                                                                                または保育士と同等以上の知識および経験を有すると町長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 
２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（滋賀県の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。）を含む。）または保育士と同等以上の知識および経験を有すると町長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 （１）・（２） （略） （１）・（２） （略） ３ （略） ３ （略） （職員） （職員） 第２８条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士                                          、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型または第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型にあっては、調理員を置かないことができる。 
第２８条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士（地域限定保育士を含む。次項において同じ。）、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型または第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型にあっては、調理員を置かないことができる。 
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愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第22号)新旧対照表 
 

２・３ （略） ２・３ （略） （職員） （職員） 第３０条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）には、保育士                                          その他保育に従事する職員として町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ｂ型または第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かないことができる。 
第３０条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）には、保育士（地域限定保育士を含む。次項において同じ。）その他保育に従事する職員として町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ｂ型または第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かないことができる。 ２・３ （略） ２・３ （略） （保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員） 第４３条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士                                          、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所または第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 
第４３条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（地域限定保育士を含む。次項において同じ。）、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所または第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 ２・３ （略） ２・３ （略） （小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員） 第４６条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以 第４６条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以
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愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第22号)新旧対照表
 

下この条において「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、保育士                                          その他保育に従事する職員として町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所または第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 
下この条において「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、保育士（地域限定保育士を含む。次項において同じ。）その他保育に従事する職員として町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所または第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 ２・３ （略） ２・３ （略） 
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●議案第６５号●議案第６５号●議案第６５号●議案第６５号        愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正するの一部を改正するの一部を改正するの一部を改正する理由理由理由理由    令和７年９月 10 日公布の児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（令和７年内閣府令第 80 号）による、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、同基準の規定を参酌して定めている「愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」について、同基準と同様の改正を行う。   愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例のののの一部を改正する一部を改正する一部を改正する一部を改正する要旨要旨要旨要旨    （児童福祉法第 33条の 10の引用改正） 虐待対応の強化に係る児童福祉法等の改正に伴い、被措置児童等虐待に当たる行為を定めている児童福祉法第 33条の 10に、第２項および第３項が新設されたため、同法第 33条の 10の引用を「第 33条の 10各号」から「第 33条の 10第１項各号」に改める。 （その他所要の改正）  内閣府令第 65号改正により第 26条「懲戒に係る権限の濫用禁止」を削除し、条の繰り上げを行ったことによる引用法令条項のずれについて改める。 
 施行期日施行期日施行期日施行期日    公布の日 
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愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)新旧対照表
 

愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年愛荘町条例第２３号）新旧対照表現行 改正後（案） （特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 （１） 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下この号および次号において「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・保育要領（認定こども園法第１０条第１項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育および保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。） 
（１） 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下                        「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・保育要領（認定こども園法第１０条第１項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育および保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。） （２）～（４） （略） （２）～（４） （略） ２ （略） ２ （略） （虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３条の１０各号                                                                            第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあって
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愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)新旧対照表 
 

                                                                                                                                              に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 
は学校教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 第３３条 （略） 第３３条 （略） ２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 ２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 （１）～（３） （略） （１）～（３） （略） （４） 第３０条第２項の規定による苦情の内容等の記録 （４） 第２９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 （５） 第３２条第３項の規定による事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 （５） 第３１条第３項の規定による事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 （特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 第４１条 （略） 第４１条 （略） ２～８ （略） ２～８ （略） ９ 事業所内保育事業（第３７条第２項の規定により定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う者については、第１項本文の規定にかかわらず、連 ９ 事業所内保育事業（第３６条第２項の規定により定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う者については、第１項本文の規定にかかわらず、連
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愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)新旧対照表 
 

携施設の確保に当たって、同項第１号および第２号に係る連携協力を求めることを要しない。 携施設の確保に当たって、同項第１号および第２号に係る連携協力を求めることを要しない。 １０・１１ （略） １０・１１ （略） （記録の整備） （記録の整備） 第４８条 （略） 第４８条 （略） ２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 ２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 （１）～（３） （略） （１）～（３） （略） （４） 次条において準用する第３０条第２項の規定による苦情の内容等の記録 （４） 次条において準用する第２９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 （５） 次条において準用する第３２条第３項の規定による事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 （５） 次条において準用する第３１条第３項の規定による事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 （特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 第５０条 （略） 第５０条 （略） ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもおよび特定地域型保育事業所を現に利用している同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（次条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学
２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもおよび特定地域型保育事業所を現に利用している同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（次条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学
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愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)新旧対照表 
 

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。 前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第３６条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。 ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第４０条第２項を除き、前条において準用する第８条から第１４条まで（第１０条および第１３条を除く。）、第１７条から第１９条までおよび第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「同号または同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同条第３号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度および家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第３９条第２項を除き、前条において準用する第８条から第１４条まで（第１０条および第１３条を除く。）、第１７条から第１９条までおよび第２３条から第３２条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第３８条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「同号または同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５１条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同条第３号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度および家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申
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愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)新旧対照表 
 

込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供（第１３条第４項第３号アまたはイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４２条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供（第１３条第４項第３号アまたはイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 （特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 第５１条 （略） 第５１条 （略） ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもおよび特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の
２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもおよび特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第３６条第２項の規定により定められた利用定員の

-15-



愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)新旧対照表 
 

総数を超えないものとする。 総数を超えないものとする。 ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の市町村が定める額」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するものおよび満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１３条第４項第３号アまたはイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この場合において、第４２条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の市町村が定める額」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するものおよび満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１３条第４項第３号アまたはイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 （電磁的記録等） （電磁的記録等） 第５２条 （略） 第５２条 （略） ２～５ （略） ２～５ （略） ６ 第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面 ６ 第２項から前項 までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面
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愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)新旧対照表 
 

等の交付または提出」とあり、および「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第５項」とあるのは「第６項において準用する第５項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付または提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、第４項中「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

等の交付または提出」とあり、および「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付または提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、第４項中「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項各号」と、前項 中「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 付 則 付 則 （小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置） （小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置） 第４条 小規模保育事業Ｃ型にあっては、この条例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、第３７条第１項中「６人以上１０人以下」とあるのは、「６人以上１５人以下」とする。 第４条 小規模保育事業Ｃ型にあっては、この条例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、第３６条第１項中「６人以上１０人以下」とあるのは、「６人以上１５人以下」とする。 （連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると町が認める場合は、第４２条第１項本文の規定にかかわらず、 第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると町が認める場合は、第４１条第１項本文の規定にかかわらず、
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愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)新旧対照表
 

この条例の施行の日から起算して１５年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 この条例の施行の日から起算して１５年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 
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●議案第６６号●議案第６６号●議案第６６号●議案第６６号     愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する理由愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する理由愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する理由愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する理由    令和７年９月１０日公布の児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（令和７年内閣府令第８０号）による改正（令和７年１０月１日施行）で、被措置児童等虐待に当たる行為を定めている児童福祉法第３３条の１０に、第２項及び第３項が新設されたことに伴い、従来の同条の規定を引用する場合には「第３３条の１０第１項」と表記する必要が生じたこと、また従来、国家戦略特別区域に限って認められていた地域限定保育士を一般制度化することに伴い改正を行うもの。  愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する要旨愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する要旨愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する要旨愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する要旨    地域限定保育士を一般制度化することに伴い、第１０条第４項第１号中「保育士」の次に「（滋賀県の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）」を加えるものとし、被措置児童等虐待に当たる行為を定めている児童福祉法第３３条の１０に、第２項及び第３項が新設されることに伴い、第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改めるものとする。  施行期日施行期日施行期日施行期日     公布の日 
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愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第24号)新旧対照表
 

愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例（平成２６年愛荘町条例第２４号）新旧対照表現行 改正後（案） （職員） （職員） 第１０条 （略） 第１０条 （略） ２・３ （略） ２・３ （略） ４ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事または地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならない。 ４ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事または地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならない。 （１） 保育士                                                                の資格を有する者 （１） 保育士（滋賀県の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）の資格を有する者 （２）～（１０） （略） （２）～（１０） （略） ５・６ （略） ５・６ （略） （虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第３３条の１０各号     に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 
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●議案第６７号●議案第６７号●議案第６７号●議案第６７号     子ども・子育て会議子ども・子育て会議子ども・子育て会議子ども・子育て会議条例条例条例条例の一部を改正するの一部を改正するの一部を改正するの一部を改正する理由理由理由理由    子ども・子育て会議については、現在まで子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て支援事業計画や特定教育・保育施設、特定地域型保育事業に関することの調査、審議を行ってきた。令和 5年 4月に施行されたこども基本法および、令和 7年 10月に改正された児童福祉法により、「こども計画」に定める「こども施策」についての審議、市町が所管となる地域保育事業、放課後児童健全育成事業等による虐待通告に伴う調査審議を行う必要があることから、会議の設置や所掌事項等を各法の条項に基づくものと改正するもの。 なお、現在までの所掌事項については、改正後の第 2項により網羅できるものである。  子ども・子育て会議条例子ども・子育て会議条例子ども・子育て会議条例子ども・子育て会議条例の一部をの一部をの一部をの一部を改正改正改正改正するするするする要旨要旨要旨要旨    会議の設置にかかる引用について、現在までの「子ども・子育て支援法」のほか、新たに「こども基本法」、「児童福祉法」を加えることとし、第2条の会議の所掌事項については、それぞれの３法の所掌事項を引用するものとして改正を行い、その他として町長が必要と認める事項についても調査審議できるものとする。  施行期日施行期日施行期日施行期日     公布の日 
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愛荘町子ども・子育て会議条例(平成25年愛荘町条例第21号)新旧対照表

愛荘町子ども・子育て会議条例（平成２５年愛荘町条例第２１号）新旧対照表現行 改正後（案）（設置） （設置）第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条                                                                                                の規定に基づき、愛荘町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 
第１条 こども基本法（令和４年法律第７７号）第１３条第３項、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項および児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第３項の規定に基づき、愛荘町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 （所掌事項） （所掌事項） 第２条 子ども・子育て会議          は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議する。 第２条 子ども・子育て会議の所掌事項は、次のとおりとする                                  。（１） 子ども・子育て支援事業計画に関すること                                                    。 （１） こども基本法第２条第２項に掲げるこども施策に係る事務の実施に係る協議および連絡調整を行うこと。 （２） 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項および当該施策の実施状況に関すること。 （２） 子ども・子育て支援法第７２条第１項各号に掲げる事務を処理すること                                             。 （３） 特定教育・保育施設に関すること                          。 （３） 児童福祉法第８条第３項に掲げる事項について調査審議すること。 （４） 特定地域型保育事業に関すること                                        （４） 前３号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。 
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議案第 68号
 財産の取得につき議決を求めることについて
 １ 取得の目的    令和７年度            愛荘町児童・生徒用１人１台端末等購入業務 
 ２ 取得の方法    随意契約 ３ 取得金額     金 １７６，４９９，４００円（消費税および地方消費税込み）４ 納入場所     愛荘町立小中学校（６校） ５ 納入期限     令和８年２月２７日（金） ６ 取得物品の内容  端末 ｉＰａｄ ２，２００台            MDM（モバイルデバイス管理）、キーボード一体ケース、タッチペン、保護フィルム、フィルタリングソフト、端末管理ソフト 端末と一体的に整備するソフトウエア 事業支援ソフト、学習支援ソフト ７ 取得の相手方       住 所  滋賀県大津市におの浜三丁目４番３４号       氏 名  株式会社ウチダビジネスソリューションズ            代表取締役 田仲 元博 
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